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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には、消費税等（消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。）は含まれておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

  

回次 
第５期 

第３四半期連結 
累計期間 

第５期 
第３四半期連結 

会計期間 
第４期 

会計期間 

自平成20年 
４月１日 

至平成20年 
12月31日 

自平成20年 
10月１日 

至平成20年 
12月31日 

自平成19年 
４月１日 

至平成20年 
３月31日 

売上高（百万円）  376,719  120,728  507,718

経常利益（百万円）  25,255  6,946  38,510

四半期（当期）純利益（百万円）  13,441  3,504  21,930

純資産額（百万円） －  202,764  217,813

総資産額（百万円） －  565,950  547,237

１株当たり純資産額（円） －  472.13  506.02

１株当たり四半期（当期） 

純利益金額（円） 
 33.46  8.76  54.48

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 －  －  －

自己資本比率（％） －  33.4  37.2

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 33,448 －  34,674

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △47,924 －  △40,330

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 27,418 －  3,597

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円） 
－  25,725  12,709

従業員数（人） －  8,988  8,741
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 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は大陽日酸㈱及び子会社143社、関連会社128社により構成されており、主と

して酸素・窒素・アルゴン等各種工業ガス、ＬＰガス、医療用ガス、特殊ガスの製造・販売及び溶断機器・材料、各種ガ

ス関連機器、空気分離装置の製造・販売、電子部品の組立・加工・検査、設備メンテナンス並びにステンレス製魔法瓶等

の製造・販売を営んでおります。 

 第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容に重要

な変更はありません。 

 なお、主要な関係会社の異動は、３「関係会社の状況」に記載の通りであります。 

  

 当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

２【事業の内容】 

３【関係会社の状況】 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向

者を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。）は、当第

３四半期連結会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用

者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。）は当第３四半期会計期間の平均人員を

（ ）外数で記載しております。 

  

  平成20年12月31日現在

従業員数（人） 8,988  (1,500)

  平成20年12月31日現在

従業員数（人） 1,453  (205)
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(1）生産実績 

 （注）１．金額については、販売金額を表示しております。 

     ２．上記の金額に、消費税等は含まれておりません。     

  

(2）商品の仕入実績 

 （注）１．金額については、仕入金額を表示しております。 

     ２．上記の金額に、消費税等は含まれておりません。 

  

(3）受注実績 

 （注）１．当社グループ（当社及び連結子会社）は、機器並びに機械装置に関して受注生産を行っております。 

        ２．上記の金額に、消費税等は含まれておりません。 

  

(4）販売実績 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

        ２．上記の金額に、消費税等は含まれておりません。 

  

第２【事業の状況】 

１【生産、受注及び販売の状況】 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

ガス事業  33,128 － 

機器・装置事業  30,827 － 

家庭用品他事業  1,350 － 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

ガス事業  22,608 － 

機器・装置事業  13,467 － 

家庭用品他事業  709 － 

事業の種類別セグメントの名称 受注高（百万円） 前年同期比（％） 
受注残高 

（百万円） 
前年同期比（％） 

機器・装置事業  15,835 －  59,860 － 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

ガス事業  86,156 － 

機器・装置事業  30,509 － 

家庭用品他事業  4,062 － 

合計  120,728 － 

２【経営上の重要な契約等】 

当第３四半期連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 
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３【財政状態及び経営成績の分析】 

（１）業績の状況 

 当第３四半期（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問

題に端を発した世界金融危機の影響を受け、企業収益の減少や雇用悪化を招くなど景気の先行き不透明感は一段と強

まってきました。 

 このような状況の下、当第３四半期における業績は、売上高1,207億28百万円、営業利益73億８百万円、経常利益

69億46百万円、四半期純利益35億４百万円となりました。税制改正による耐用年数の変更に伴う減価償却費の増加や

円高による為替換算の影響もあり前年同期比で減収減益となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

①ガス事業 

 ガス事業については、北米ならびに東南アジアの会社は堅調に推移しましたが、国内は主要関連産業における減産

の影響を受け前年同期を下回りました。特殊ガスについては、国内のエレクトロニクス産業向け特殊ガスの需要が伸

びず前年同期を下回りました。 

 以上の結果、ガス事業の売上高は861億56百万円、営業利益は62億25百万円となりました。 

②機器・装置事業 

 機器・装置事業については、国内の設備投資抑制等の影響を受け、空気分離装置ならびに電子機材関連工事・機器

の売上はともに前年同期に比べ減少しました。 

 以上の結果、機器・装置事業の売上高は305億９百万円、営業利益は34億36百万円となりました。 

③家庭用品他事業 

 家庭用品他事業については、主力のスポーツボトル、携帯マグの売上は好調に推移いたしました。 

 以上の結果、家庭用品他事業の売上高は40億62百万円、営業利益は２億80百万円となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

①日本 

 主要関連産業の減産や設備投資抑制の影響をうけ、ガス事業は前年同期を下回りました。機器・装置ならびに電子

機材関連工事・機器は前期に比べ売上が下回りました。家庭用品他事業は、スポーツボトルの出荷が前連結会計年度

より引き続き好調を維持いたしましたが、平成20年度税制改正における耐用年数見直しによる影響もあり営業利益で

は減益となりました。 

 売上高は890億３百万円、営業利益は51億２百万円となりました。 

②北米 

 当第３四半期においては、米国経済減速の影響は顕著に出ておらず、外貨ベースでの売上高は前年同期比で増加し

ました。円高の影響もありましたが円貨ベースでの売上高も増加いたしました。しかしながら営業利益は、円高によ

る為替換算に加え「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に対する当面の取扱い」の適用による「のれ

ん」の償却の影響もあり前年同期比で減少いたしました。 

 売上高は223億19百万円、営業利益は20億92百万円となりました。 

③その他 

 東南アジアの会社においては、旺盛なガス需要に対応するため前期に設備の増強をはかり、主力のガス事業が順調

に推移しました。外貨ベース並びに円換算した売上高においても増加いたしました。 

 売上高は94億５百万円、営業利益は７億70百万円となりました。 
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（２）財政状態の分析 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、5,659億50百万円で、前連結会計年度末比で187億12百万円の増加となっ

ております。為替の影響については、USドルの期末日レートが前連結会計年度末に比べ10円58銭の円高となるなど、

約168億円少なく表示されております。 

〔資産の部〕 

（流動資産） 

 当第３四半期連結会計期間末の流動資産の残高は2,352億38百万円で、前連結会計年度末比で、236億５百万円の増

加となっております。現金及び預金の増加が131億96百万円、受取手形及び売掛金が85億62百万円の減少、仕掛品の

増加が145億88百万円、原材料及び貯蔵品の増加が33億94百万円等となっております。 

（固定資産） 

 当第３四半期連結会計期間末の固定資産の残高は3,307億11百万円で、前連結会計年度末比、48億92百万円の減少

となっております。有形固定資産が建設仮勘定の増加等により140億43百万円増加いたしましたが、無形固定資産

が、「在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用による在外子会社の「のれん」償却等から59億93百万円

減少、投資その他の資産は前連結会計年度末に比べ株価が下落したことによる上場株式の含み益の減少等により129

億41百万円減少となっております。 

  

〔負債の部〕 

（流動負債） 

 当第３四半期連結会計期間末の流動負債の残高は2,053億83百万円で、前連結会計年度末比で、366億55百万円の増

加となっております。支払手形及び買掛金が139億７百万円の増加、来期償還予定の社債の振替による増加が150億

円、「コマーシャル・ペーパー」発行残高が180億円増加、「短期借入金」は一年以内の借入金振替の減少により61

億48百万円の減少となっております。 

（固定負債） 

 当第３四半期連結会計期間末の固定負債の残高は1,578億２百万円で、前連結会計年度末比で、28億93百万円の減

少となっております。社債が１年以内償還社債勘定への振替により150億円の減少、繰延税金負債が主に当社が保有

する上場有価証券の時価の減少等に伴い80億49百万円の減少、長期借入金が206億60百万円の増加等によるものであ

ります。 

〔純資産の部〕 

 「利益剰余金」は、「在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用による在外子会社の「のれん」償却の

過去償却相当分を期首利益剰余金から45億６百万円減少しております。第３四半期純利益、配当金等を加減した結

果、1,283億96百万円となり40億３百万円の増加となりました。「その他有価証券評価差額金」は主に当社が保有す

る上場有価証券の含み益の減少により84億69百万円減少し43億70百万円となっております。「為替換算調整勘定」

は、急速な円高の進行により、84億31百万円減少のマイナス132億円となっております。「少数株主持分」は、１億

87百万円減少の139億30百万円となっております。 

 以上の結果純資産の部の合計は2,027億64百万円となり、前連結会計年度末比150億49百万円の減少となっておりま

す。 

 なお、自己資本比率は33.4％と前連結会計年度末に比べ3.8ポイント低くなっております。 

  

（３）キャッシュ・フローの分析  

 当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシ

ュ・フローが106億８百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが260億17百万円の支出、財務活動によるキ

ャッシュ・フローが223億52百万円の収入となりました。これらの結果、当第３四半期連結会計期間の資金の期末残

高は、257億25百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 税金等調整前四半期純利益65億65百万円の計上と、減価償却費や売上債権・仕入債務、たな卸資産の増減等により

106億８百万円の収入となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 有形固定資産の取得による支出172億53百万円、投資有価証券の取得による支出34億74百万円、米国子会社が実施

した資産買収による支出54億25百万円等により260億17百万円の支出となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 第２四半期末に比べコマーシャル・ペーパーの残高が130億円増加したことによる収入、長期借入による収入115億

90百万円と長期借入金返済による支出22億22百万円等により、223億52百万円の収入となりました。 
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（４）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題については重要な変更はありません。 

 なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配するものの在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりであります。 

①当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

 上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取り引きが認められており、当社の株式に対する

大規模買付提案またはこれに類似する行為があった場合においても、当社といたしましては、一概に否定するもので

はなく、最終的には株主の皆様の自由な意思により判断されるべきであると考えます。しかしながら、近時、わが国

の資本市場においては、対象となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大量の株式の買付けを強行すると

いった動きが顕在化しつつあります。こうした大量買付けの中には、その目的などからみて企業価値ひいては株主共

同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要する恐れがあるもの、対象会社の取締

役会や株主が買付けの条件について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情

報を提供しないもの、対象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要と

するものなど、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。当社の財務および事業の

方針の決定を支配する者は、当社の経営理念、企業価値を生み出す源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関

係などを十分に理解し、当社の企業価値および株主共同の利益を長期的に確保、向上させる者でなければならないと

考えております。これに反して、上述のような大規模な株式買付行為および提案を行う者は、当社の財務および事業

の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。 

②基本方針の実現に資する取り組み 

 当社では、多くの投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業価値ひいては株主共

同の利益を向上させるための取り組みとして、次の施策を実施しております。これらの取り組みは、上記①の基本方

針の実現に資するものと考えております。 

イ．「中期経営計画」による企業価値向上への取り組み 

 当社は、2007年度で終了する前中期経営計画「グローバル5000」の中で、海外メジャーに伍してグローバルな事業

展開を推進し、中長期的な目標である売上高5,000億円を達成するための「第１ステップ」（2008年度売上高目標

4,500億円）と位置づけ、「キャッシュ・フローの有効活用による新たな事業展開」と「効率的な事業経営の追求」

の基本方針の下、(ⅰ)国内外で実施した積極的なＭ＆Ａ、(ⅱ)成長市場であるエレクトロニクス産業への需要を先取

りした戦略的な設備投資、(ⅲ)成長地域である米国・中国・東南アジアなどでの事業の強化・拡大、(ⅳ)炭酸ガス事

業の水平統合や低温機器・半導体エンジニアリング子会社の統合・再編などに取り組んだ結果、良好な外部環境も相

俟って、２年前倒しして業績目標を達成することができました。 

 その成果を踏まえ、新たな目標ステージを掲げ、『グローバル企業』を目指して更なる挑戦を進めるために、本年

度(2008年度)を初年度とする新中期経営計画「Ｓｔａｇｅ Ｕｐ 10」～グローバル企業への挑戦Ⅱ～を策定し、その

達成に向けて取り組むことで、当社の持続的な企業価値の向上、ひいては株主共同の利益に資するよう努めてまいり

ます。 

 なお、「Ｓｔａｇｅ Ｕｐ 10」～グローバル企業への挑戦Ⅱ～の具体的な概要は以下のとおりです。 

１．当社グループが目指す“10”（トリプル10）とは 

・成長性の指標として、『世界シェア10％』を目指す。 

・収益性の指標として、『営業利益率10％以上』を目指す。 

・効率性の指標として、『ＲＯＣＥ10％以上』を維持・継続する。 

２．2010年度ターゲット指標 

・売上高6,000億円＋α 

・営業利益540億円以上 

（会計制度変更による米国ののれん償却前560億円以上） 

・ＲＯＣＥ 10％以上 

３．重点テーマ 

・収益を伴った成長の加速 

・グローバル化の推進 

・コストダウンの追求 

・グループ経営の強化 
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４．戦略的投資の継続 

・３年間で2,000億円の戦略的投資を行い、その内1,400億円（70％）を成長市場・成長地域へ集中的に投じていき

ます。 

ａ．エレクトロニクス事業への投資額850億円 

ｂ．海外事業への投資額680億円 

（内エレクトロニクス事業への投資額130億円） 

５．ＣＳＲ経営の推進 

・安全・保安・品質保証の徹底 

 製品の安全、保安、品質保証は、当社グループの事業活動の根幹であるという信念の下、製品安全審査の徹底、

保安監査による改善指導の強化、ＩＳＯ9001マネジメントシステムに基づく品質管理の徹底などを図ることで、顧

客・社会からの信頼を獲得し、磐石な経営基盤を確立していきます。 

・コンプライアンスの徹底 

 当社グループでは、「社会の構成員として求められる価値観・倫理観によって誠実に行動することを通じて、公

正かつ適切な経営を実現し、市民社会との調和を図りながら、企業を創造的に発展させていく」という認識に基づ

き、「よき企業市民」として社会から信頼される存在となるよう努めていきます。 

・地球温暖化防止に向けた取り組み 

 当社グループのＣＯ2排出量の約98％を占めるガス生産における電力量を削減するため、ガス生産工場における

省エネルギーの推進に引き続き取り組んでいきます。また、タンクローリー輸送に伴い発生するＣＯ2排出量を低

減するため、グループ内の物流会社および主な運送委託先におけるタンクローリーの燃料使用量削減に取り組んで

いきます。 

ロ．コーポレート・ガバナンス（企業統治）の強化による企業価値向上への取り組み 

 当社は、効率的で健全な経営によって当社の企業価値および株主共同の利益の継続的な増大を図るため、経営上の

仕組み・制度などを整備し、必要な施策を適宜実施していくことを経営上の重要な課題の一つに位置づけておりま

す。 

 この方針に基づき、(ⅰ)取締役会による重要な意思決定と職務の監督、(ⅱ)グループ全般を視野においた経営管理

体制による意思決定の迅速化、(ⅲ)監査役による取締役の職務執行の監査、(ⅳ)社長直轄の監査室による内部監査の

実施などの施策を実行しております。 

 また、当社では、経営環境の変化に対応して、最適な経営体制を機動的に構築するとともに、事業年度における経

営責任をより一層明確にし、株主の皆様からの信任の機会を増やすために、取締役の任期を現行の２年から１年に短

縮しております。 

 当社はこれらの取り組みとともに、株主の皆様を始め取引先や社員など、ステークホルダーとの信頼関係をより強

固なものにし、中長期的視野に立って企業価値の安定的な向上を目指して努力してまいります。 

③会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されること

を防止するための取り組み 

 当社は、平成20年６月27日開催の第４回定時株主総会において、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを適

切にご判断いただくため、「当社株式の大規模買付行為への対応策（以下「本プラン」といいます。）」の導入につ

き、ご承認を得ております。 

イ．本プラン導入の目的 

 本プランは、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、または結

果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為（いずれについてもあらかじめ当社

取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付けなどの具体的な買付方法の如何を問いません。以下、か

かる買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。）について、

株主の皆様に必要かつ十分な情報および時間を提供し、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かの適切な判断を

行うことができるようにすることを目的としています。 
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ロ．本プランの概要 

 本プランは、当社の株券等の大規模買付行為が行われる場合に、(ⅰ)大規模買付行為を行おうとする者に対し、事

前に大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報の提供を求め、(ⅱ)大規模買付行為についての情報収集・検討等を

行う時間を確保した上で、(ⅲ)当社取締役会が株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、大規模買付

者との交渉を行ったりし、(ⅳ)大規模買付行為に対し対抗措置を発動するか否かについて株主の皆様の意思を確認す

るための株主総会（以下「本株主総会」といいます。）を開催する手続きを定め、かかる株主の皆様の意思を確認す

る機会を確保するため、大規模買付者には、上記(ⅰ)から(ⅳ)の手続きが完了するまで大規模買付行為の開始をお待

ちいただくことを要請するものです。 

ハ．大規模買付行為が行われた場合の対応方針 

 当社取締役会は、大規模買付者が本プランに定められた手続きを遵守した場合には、大規模買付行為に対し、対抗

措置を発動するか否かについては、株主の皆様に本株主総会により判断していただくものとします。なお、本プラン

に定められた手続きが遵守されている場合であって、かつ、大規模買付行為の提案が当社の企業価値ひいては株主価

値の最大化に資すると当社取締役会が判断した場合には、当社取締役会は株主意思の確認手続きを経ることなく対抗

措置を講じないとすることができるものとします。もっとも、本プランに定められた手続きが遵守されている場合で

あっても、大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主価値を著しく損なうと当社取締役会が判断したときには、

当社取締役会は企業価値ひいては株主価値を守るために、当社取締役会の決議により、必要かつ相当な範囲で対抗措

置を発動することがあります。 

ニ．本プランの有効期間等 

 本プランの有効期間は、平成20年６月開催の当社定時株主総会の終結の時から３年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。ただし、有効期間の満了前であっても、(ⅰ)当社株主総

会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、または(ⅱ)当社取締役会により本プランを廃止する旨の決

議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。 

④本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目

的とするものでないことについて 

 本プランの設計に際して、(ⅰ)買収防衛策に関する指針の要件を充足していること、(ⅱ)株主共同の利益の確保・

向上の目的をもって導入されていること、(ⅲ)株主意思を反映するものであること、(ⅳ)本プラン発動のための合理

的な客観的要件の設定、(ⅴ)デッドハンド型買収防衛策およびスローハンド型買収防衛策ではないこと、などの諸点

を考慮することにより、本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に

合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。  

  

（５）研究開発活動 

 当第３四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、664百万円であります。なお、当第３

四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 
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第３【設備の状況】 
(1）主要な設備の状況 

 当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な変更はありません。 

  

(2）設備の新設、除却等の計画 

 前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却等のうち、当第３四半期連結会計期間

に完成した設備は次の通りであります。 

 （注）上記の金額に、消費税等は含まれておりません。 

   

 また、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。 

  

会社名 事業の種類別セグメントの名称 設備の内容 金額（百万円） 完成年月 

 ㈱ティーエムエアー  ガス事業  ガス生産設備 2,859   平成20年11月 
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

  当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。 

(注)１．当第３四半期会計期間において、株式会社みずほコーポレート銀行及びその関連会社３社から平成20年11月10

日付で、大量保有報告書の変更報告書の写しの送付があり、平成20年10月31日現在で下記株数を保有している

旨の報告を受けておりますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認が

出来ません。 

なお、その大量保有報告書の写しの内容は以下のとおりであります。 

  

第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  1,600,000,000

計  1,600,000,000

種類 
第３四半期会計期間末
現在発行数（株） 
（平成20年12月31日） 

提出日現在発行数（株）
（平成21年２月13日） 

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名 

内容 

普通株式  403,092,837  403,092,837

東京証券取引所 

（市場第一部） 

大阪証券取引所 

（市場第一部） 

名古屋証券取引所 

（市場第一部） 

単元株式数は1,000

株であります。 

計  403,092,837  403,092,837 － － 

（２）【新株予約権等の状況】 

（３）【ライツプランの内容】 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（千株） 

発行済株式総
数残高 

（千株） 

資本金増減額 
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成20年10月１日～

平成20年12月31日 
 －  403,092  －  27,039  －  46,128

（５）【大株主の状況】 

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 

（千株） 

株券等保有割合

（％） 

 株式会社みずほコーポレート銀行  東京都千代田区丸の内１－３－３ 14,484  3.59  

 株式会社みずほ銀行  東京都千代田区内幸町１－１－５ 1,881  0.47  

 みずほ信託銀行株式会社  東京都中央区八重洲１－２－１ 3,252  0.81  

 みずほインベスターズ証券 株式会社 
 東京都中央区日本橋茅場町１－１３ 

 －１６ 
626  0.16  

計 － 20,243  5.02  
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２．当第３四半期会計期間において、ＪＦＥスチール株式会社から平成20年12月10日付けで、大量保有報告書の変

更報告書の写しの送付があり、平成20年12月３日現在で下記株数を保有している旨の報告を受けております

が、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認が出来ません。 

なお、その大量保有報告書の写しの内容は以下のとおりであります。 

  

  当第３四半期連結会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認出来ず記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成20年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

  

①【発行済株式】 

(注)１．単元未満株式には、自己株式及び相互保有株式が下記のとおり含まれております。 

  自己株式78株、関東アセチレン工業株式会社750株、宮崎酸素株式会社550株、ニッキ株式会社259株 

  証券保管振替機構58株    

２．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が10,000株が含まれております。ま

た、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれております。 

  

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 

（千株）  

株券等保有割合

（％） 

 ＪＦＥスチール株式会社  東京都千代田区内幸町２－２－３ 24,842    6.16   

（６）【議決権の状況】 

  平成20年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
普通株式 

 1,398,000
－ 

単元株式数は1,000株で

あります。 

完全議決権株式（その他） 
普通株式 

 396,880,000
 396,880 同上 

単元未満株式 
  普通株式 

 4,814,837
－ － 

発行済株式総数  403,092,837 － － 

総株主の議決権 －  396,880 － 
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②【自己株式等】 

 （注）１.「他人名義所有株式数」欄に記載しております株式の名義は全て「大陽日酸取引先持株会」（東京都品川区

小山１－３－26）であり、同会名義の株式のうち、各社の持分残高の単元部分を記載しております。 

２．平成20年２月15日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法

第156条の規定に基づき、「取得する株式の総数を2,500千株（上限）又は20億円（上限）とする」を決議し

ております。 

 平成20年12月31日現在における自己株式の取得状況は以下のとおりであります。 

保有株券等の数          株式 2,500千株 

株券等保有割合          0.62％ 

  

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

  平成20年12月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有
株式数 

（株） 

他人名義所有
株式数 

（株） 

所有株式数の
合計 

（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

大陽日酸㈱ 
東京都品川区小山１－３

－26 
 506,000  －  506,000  0.13

幸栄運輸㈱ 
宮城県多賀城市宮内２－

３－２ 
 32,000  242,000  274,000  0.07

宮崎酸素㈱ 
宮崎県宮崎市祗園２－140

－１  
 10,000  151,000  161,000  0.04

福興酸素㈱ 
広島県呉市広白岳３－１

－52 
 28,000  87,000  115,000  0.03

秋葉商事㈱ 茨城県水戸市吉沢町567  －  88,000  88,000  0.02

ニッキ㈱ 
広島県呉市広多賀谷３－

４－11 
 50,000  31,000  81,000  0.02

関東アセチレン工

業㈱ 
群馬県渋川市中村1110  60,000  －  60,000  0.01

豊田ガスセンター

㈱ 

愛知県豊田市若林東町赤

池56－38 
 33,000  －  33,000  0.01

岡安産業㈱ 
千葉県船橋市栄町１－６

－20 
 29,000  －  29,000  0.01

埼京日酸㈱ 
埼玉県川口市青木３－５

－１ 
 －  29,000  29,000  0.01

仙台日酸㈱ 
宮城県多賀城市宮内２－

３－２ 
 －  22,000  22,000  0.01

計 －  748,000  650,000  1,398,000  0.35

２【株価の推移】 

月別 
平成20年 

４月 
５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

最高（円）  862  928  942  907  979  991  840  779  714

最低（円）  767  822  861  822  874  781  495  543  572

３【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。  
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第５【経理の状況】 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）から、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第

５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から

平成20年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。 
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 26,167 12,971 

受取手形及び売掛金 ※5  130,768 139,331 

商品及び製品 20,945 21,187 

仕掛品 29,184 14,596 

原材料及び貯蔵品 9,083 5,689 

繰延税金資産 6,397 7,213 

その他 13,952 11,624 

貸倒引当金 △1,259 △979 

流動資産合計 235,238 211,633 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 46,083 46,994 

機械装置及び運搬具（純額） 96,594 99,614 

土地 37,328 37,578 

リース資産（純額） 1,438 － 

建設仮勘定 28,405 11,829 

その他（純額） 17,696 17,489 

有形固定資産合計 ※1  227,547 ※1  213,504 

無形固定資産   

のれん 27,432 32,592 

その他 8,816 9,649 

無形固定資産合計 36,248 42,242 

投資その他の資産   

投資有価証券 46,194 58,764 

長期貸付金 1,704 1,685 

前払年金費用 12,652 13,189 

繰延税金資産 2,277 2,149 

その他 5,836 6,083 

投資等評価引当金 △980 △980 

貸倒引当金 △771 △1,033 

投資その他の資産合計 66,914 79,856 

固定資産合計 330,711 335,603 

資産合計 565,950 547,237 
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※5  101,075 87,167 

短期借入金 32,957 39,105 

コマーシャル・ペーパー 23,000 5,000 

1年内償還予定の社債 15,000 － 

未払法人税等 4,847 8,139 

引当金 1,803 2,836 

その他 26,698 26,478 

流動負債合計 205,383 168,727 

固定負債   

社債 25,000 40,000 

長期借入金 88,367 67,707 

繰延税金負債 24,735 32,785 

退職給付引当金 3,947 3,497 

執行役員退職慰労引当金 362 323 

役員退職慰労引当金 896 899 

負ののれん 1,862 2,256 

リース債務 8,017 8,231 

その他 4,613 4,994 

固定負債合計 157,802 160,695 

負債合計 363,185 329,423 

純資産の部   

株主資本   

資本金 27,039 27,039 

資本剰余金 44,910 44,911 

利益剰余金 128,396 124,392 

自己株式 △2,164 △362 

株主資本合計 198,183 195,982 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,370 12,839 

繰延ヘッジ損益 △371 △194 

為替換算調整勘定 △13,200 △4,769 

その他包括損失累計額 △146 △161 

評価・換算差額等合計 △9,348 7,714 

少数株主持分 13,930 14,117 

純資産合計 202,764 217,813 

負債純資産合計 565,950 547,237 
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

売上高 376,719 

売上原価 260,205 

売上総利益 116,513 

販売費及び一般管理費 ※  91,060 

営業利益 25,452 

営業外収益  

受取利息 132 

受取配当金 1,021 

負ののれん償却額 499 

持分法による投資利益 968 

その他 1,054 

営業外収益合計 3,677 

営業外費用  

支払利息 2,815 

固定資産除却損 247 

その他 811 

営業外費用合計 3,874 

経常利益 25,255 

特別利益  

関係会社株式売却益 8 

固定資産売却益 354 

ゴルフ会員権売却益 2 

貸倒引当金戻入額 132 

特別利益合計 498 

特別損失  

固定資産売却損 118 

固定資産除却損 183 

投資有価証券評価損 50 

ゴルフ会員権評価損 39 

退職給付制度改定損 333 

特別損失合計 723 

税金等調整前四半期純利益 25,029 

法人税、住民税及び事業税 11,485 

法人税等調整額 △834 

法人税等合計 10,650 

少数株主利益 938 

四半期純利益 13,441 

- 16 -



【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 

 至 平成20年12月31日) 

売上高 120,728 

売上原価 82,965 

売上総利益 37,763 

販売費及び一般管理費 ※  30,454 

営業利益 7,308 

営業外収益  

受取利息 33 

受取配当金 409 

負ののれん償却額 163 

持分法による投資利益 261 

その他 378 

営業外収益合計 1,246 

営業外費用  

支払利息 1,017 

固定資産除却損 168 

その他 422 

営業外費用合計 1,608 

経常利益 6,946 

特別利益  

固定資産売却益 183 

ゴルフ会員権売却益 2 

特別利益合計 185 

特別損失  

固定資産売却損 54 

固定資産除却損 120 

投資有価証券評価損 35 

ゴルフ会員権評価損 23 

退職給付制度改定損 333 

特別損失合計 567 

税金等調整前四半期純利益 6,565 

法人税、住民税及び事業税 3,400 

法人税等調整額 △550 

法人税等合計 2,850 

少数株主利益 210 

四半期純利益 3,504 
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 25,029 

減価償却費 20,589 

のれん償却額 1,225 

受取利息及び受取配当金 △1,154 

支払利息 2,815 

持分法による投資損益（△は益） △968 

有形固定資産売却損益（△は益） 180 

関係会社株式売却損益（△は益） △15 

売上債権の増減額（△は増加） 8,691 

未収入金の増減額（△は増加） △158 

前渡金の増減額（△は増加） △524 

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,370 

仕入債務の増減額（△は減少） 12,475 

未払費用の増減額（△は減少） △1,655 

前受金の増減額（△は減少） 1,569 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 260 

前払年金費用の増減額（△は増加） 536 

その他 △2,026 

小計 48,501 

利息及び配当金の受取額 1,607 

利息の支払額 △2,846 

法人税等の支払額 △13,814 

営業活動によるキャッシュ・フロー 33,448 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △188 

定期預金の払戻による収入 347 

有形固定資産の取得による支出 △38,258 

有形固定資産の売却による収入 979 

無形固定資産の取得による支出 △1,444 

投資有価証券の取得による支出 △4,240 

投資有価証券の売却による収入 68 

資産買収による支出 △5,425 

貸付けによる支出 △30 

その他 268 

投資活動によるキャッシュ・フロー △47,924 
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 6,976 

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 18,000 

長期借入れによる収入 29,824 

長期借入金の返済による支出 △19,830 

リース債務の返済による支出 △639 

自己株式の取得による支出 △1,833 

自己株式の売却による収入 32 

配当金の支払額 △4,831 

少数株主への配当金の支払額 △280 

財務活動によるキャッシュ・フロー 27,418 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △703 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 12,238 

現金及び現金同等物の期首残高 12,709 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

777 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  25,725 
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年12月31日） 

１．連結の範囲に関する事項の変更 

(1）連結の範囲の変更 

 大陽日酸（中国）投資有限公司、大連長興島大陽日酸気体有限公司は新たに設立したため、刈谷酸素㈱、大陽日酸

エネルギー関東㈱は重要性が増したため、第１四半期連結会計期間より、連結の範囲に含めております。 

 また、Welders Equipment I,Ltd.、Bryan Oxygen Ltd.は連結子会社のMatheson Tri-Gas,Inc.と合併をしたため、

第２四半期連結会計期間より、連結の範囲から除いております。 

(2）変更後の連結子会社の数 

 71社 

２．会計処理基準に関する事項の変更 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法、個別法、移動平均法による原価法に

よっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平

成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法、個別法、移動平均法による原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。この変更による損益への影響は軽微

であります。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。  

(2）「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務

対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。この修正において、期首

の利益剰余金が4,506百万円減少しております。また、これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利

益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ1,083百万円減少しております。なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 

(3）リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一

部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号

（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を第１四半期連結会計期

間から早期に適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法を採用しております。なお、リース開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・

リース取引につきましては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っております。この会計基

準の適用により総資産の影響は1,438百万円の増加、損益への影響は軽微であります。なお、セグメント情報に与え

る影響は、当該箇所に記載しております。 

【簡便な会計処理】 

  

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年12月31日） 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によって

おります。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニング

を利用する方法によっております。 
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 該当事項はありません。 

  

  

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

【追加情報】 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年12月31日） 

平成20年度税制改正における減価償却年数変更に伴う影響 

 当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正を契機に機械装置の耐用年数について見直しを行った結

果、第１四半期連結会計期間よりこれらを反映した耐用年数に変更しております。これにより、当第３四半期連結累

計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ1,439百万円減少しております。なお、セグ

メント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

【注記事項】 

（四半期連結貸借対照表関係） 

  

当第３四半期連結会計期間末 

（平成20年12月31日） 

前連結会計年度末 

（平成20年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 339,233百万円 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 329,396百万円

２．偶発債務 

連結会社以外の下記会社に対して銀行借入等の債務

保証を行っております。 

２．偶発債務 

連結会社以外の下記会社に対して銀行借入等の債務

保証を行っております。 

八幡共同液酸㈱ 2,525百万円

国際炭酸㈱ 2,152 〃 

SKC airgas,Inc. 702 〃 

秋田液酸工業㈱ 686 〃 

サーン日炭㈱ 620 〃 

その他20社 2,396 〃 

  9,082 〃 

国際炭酸㈱ 2,362百万円

㈲常栄興産      1,120 〃 

SKC airgas,Inc. 969 〃 

秋田液酸工業㈱ 735 〃 

サーン日炭㈱ 725 〃 

その他20社       2,790 〃 

       8,701 〃 

上記金額には、共同出資者による再保証644百万円

が含まれております。 

また、上記金額には、保証予約等1,102百万円が含

まれております。 

上記金額には、共同出資者による再保証743百万円

が含まれております。 

また、上記金額には、保証予約等1,244百万円が含

まれております。 

 ３．売掛金の債権流動化による譲渡高 8,443百万円

受取手形の債権流動化による譲渡高 10,700百万円

 ３．売掛金の債権流動化による譲渡高 11,771百万円

受取手形の債権流動化による譲渡高 9,087百万円

※５．四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につい

ては、手形交換日をもって決済処理をしております。

なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休

日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手

形が四半期連結会計期間末残高に含まれております。 

受取手形           2,140百万円 

支払手形           3,062百万円 

４．       ──────  

 ５．       ────── 

  

４．受取手形割引高 166百万円
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（四半期連結損益計算書関係） 

  

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年12月31日） 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

販売運賃荷造費 19,936百万円

工事補償引当金繰入額 339 〃 

減価償却費   7,822 〃 

給料手当等    30,355 〃 

賞与引当金繰入額 251 〃 

退職給付費用 1,703 〃 

執行役員退職慰労引当金繰入額 152 〃 

役員退職慰労引当金繰入額 184  〃 

貸倒引当金繰入額 19 〃 

研究開発費  2,087 〃 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年10月１日 

至 平成20年12月31日） 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

販売運賃荷造費 6,816百万円

工事補償引当金繰入額 137 〃 

減価償却費 2,070 〃 

給料手当等 10,215 〃 

賞与引当金繰入額 101 〃 

退職給付費用 467 〃 

執行役員退職慰労引当金繰入額 64 〃 

役員退職慰労引当金繰入額 65 〃 

貸倒引当金繰入額 3 〃 

研究開発費 664 〃 
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年12月31日） 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 26,167百万円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △441 〃 

現金及び現金同等物 25,725 〃 

（株主資本等関係） 

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至

平成20年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 普通株式 403,092千株 

  

２．自己株式の種類及び株式数 

 普通株式 3,131千株 

  

３．新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

４．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

（2）基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発

生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 

  該当事項はありません。 

  

５．株主資本の金額の著しい変動 

期首利益剰余金の修正による減少 

 第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、必要な修正を行っており、この修正により期首の利

益剰余金が4,506百万円減少し119,886百万円になっております。 

  

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  2,415  6 平成20年３月31日 平成20年６月30日 利益剰余金  

平成20年11月14日 

取締役会 
普通株式  2,415  6 平成20年９月30日 平成20年12月１日 利益剰余金  
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

製品・商品の種類を基準区分として、「ガス事業」「機器・装置事業」「家庭用品他事業」の３つに区分し

ております。 

２．各区分に属する主要な製商品の名称 

  
ガス事業 

（百万円） 

機器・装置
事業 
（百万円） 

家庭用品他
事業 
（百万円） 

計（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高                               

(1）外部顧客に対する売

上高 
 86,156  30,509  4,062  120,728  －  120,728

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 6  8,268  8  8,282  (8,282)  －

計  86,162  38,777  4,070  129,011  (8,282)  120,728

営業利益  6,225  3,436  280  9,942  (2,633)  7,308

  
ガス事業 

（百万円） 

機器・装置
事業 
（百万円） 

家庭用品他
事業 
（百万円） 

計（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高                               

(1）外部顧客に対する売

上高 
 261,175  101,045  14,498  376,719  －  376,719

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 18  18,178  49  18,246  (18,246)  －

計  261,193  119,223  14,548  394,965  (18,246)  376,719

営業利益  20,254  8,470  1,951  30,675  (5,223)  25,452

事業区分 主要製品・商品 

ガス事業 

酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス、ヘリウム、キセノン・ネオン等希ガス、水素、医療用ガス（酸

素、亜酸化窒素等）、特殊ガス（半導体用材料ガス、標準ガス等）、溶解アセチレン、ＬＰガス、

その他各種ガス、安定同位元素、装置賃貸 

機器・装置事業 

溶断機器、溶接材料、容器、半導体関連工事・機器、半導体製造装置、医療機器、空気分離装置

（酸素、窒素、アルゴン、希ガス）、深冷ガス分離装置、極低温装置、高真空装置、ＰＳＡ式ガス

製造装置、水素発生装置、圧縮機、膨張機、各種液化ガス貯槽・ポンプ、真空ブレージング、原子

力・宇宙開発関連装置その他各種関連機器、空調機器、排水処理システム 

家庭用品他事業 
ステンレス製魔法瓶（家庭用、理化学用）、真空保温調理鍋、電子部品の組立・加工・検査、設備

メンテナンス、各種受託業務他 
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３．会計処理の方法の変更 

（たな卸資産の評価に関する会計基準） 

 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．(1)に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５

日）を適用しております。この変更による損益への影響は軽微であります。 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．(2)に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実

務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。これにより、当第３四半期連結累計期間の

営業利益は、ガス事業で1,083百万円減少しております。 

（リース取引に関する会計基準の適用） 

 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．(3)に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企

業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年

３月30日改正））を適用しております。この変更による損益への影響は軽微であります。 

４．追加情報 

（平成20年度税制改正における減価償却年数変更に伴う影響） 

 「追加情報」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正を契機に機

械装置の耐用年数について見直しを行った結果、第１四半期連結会計期間よりこれらを反映した耐用年

数に変更しております。これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、ガス事業で1,393百万

円、機器・装置事業で34百万円、家庭用品他事業で11百万円それぞれ減少しております。 

  

- 25 -



【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度によって区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国または地域 

(1）北米………米国 

(2）その他……シンガポール、マレーシア、フィリピン、中国、台湾等 

３．会計処理の方法の変更 

（たな卸資産の評価に関する会計基準） 

 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．(1)に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５

日）を適用しております。この変更による損益への影響は軽微であります。 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．(2)に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実

務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。これにより、当第３四半期連結累計期間の

営業利益は、北米で1,083百万円減少しております。 

（リース取引に関する会計基準の適用） 

 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．(3)に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企

業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年

３月30日改正））を適用しております。この変更による損益への影響は軽微であります。 

４．追加情報 

（平成20年度税制改正における減価償却年数変更に伴う影響） 

 「追加情報」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正を契機に機

械装置の耐用年数について見直しを行った結果、第１四半期連結会計期間よりこれらを反映した耐用年

数に変更しております。これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、日本で1,439百万円減少

しております。 

  

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
その他 

（百万円） 
計 

（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高                               

(1）外部顧客に対する売上高  89,003  22,319  9,405  120,728  －  120,728

(2）セグメント間の内部売上

高 
 1,708  2,994  663  5,366  (5,366)  －

計  90,711  25,314  10,069  126,095  (5,366)  120,728

営業利益  5,102  2,092  770  7,965  (656)  7,308

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
その他 

（百万円） 
計 

（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高                               

(1）外部顧客に対する売上高  289,283  64,035  23,400  376,719  －  376,719

(2）セグメント間の内部売上

高 
 5,657  8,744  2,533  16,936  (16,936)  －

計  294,941  72,779  25,934  393,655  (16,936)  376,719

営業利益  18,986  6,838  1,922  27,747  (2,294)  25,452
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当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度によって区分しております。 

２．各区分に属する主な国または地域 

(1）北米………米国 

(2）その他……シンガポール、マレーシア、フィリピン、中国、台湾等 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

  

 当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日） 

 その他有価証券で時価のあるものが、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末

日に比べて著しい変動が認められます。 

  

 デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。 

  

【海外売上高】 

  北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  18,761  13,662  32,424

Ⅱ 連結売上高（百万円）      120,728

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 15.6  11.3  26.9

  北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  52,654  38,802  91,456

Ⅱ 連結売上高（百万円）      376,719

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 14.0  10.3  24.3

（有価証券関係） 

  取得原価（百万円） 
四半期連結貸借対照 
表計上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式  19,233  26,603  7,369

(2）債券                

国債・地方債等  －  －  －

社債  －  －  －

その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

合計  19,233  26,603  7,369

（デリバティブ取引関係） 

（ストック・オプション等関係） 

 該当事項はありません。 
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１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎 

  

 該当事項はありません。 

  

 リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当第３四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年

度末に比べて著しい変動が認められないため、記載しておりません。 

  

（１株当たり情報） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成20年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 472.13円 １株当たり純資産額 506.02円

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年10月１日 

至 平成20年12月31日） 

１株当たり四半期純利益金額 33.46円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
－円

１株当たり四半期純利益金額 8.76円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
－円

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年10月１日 

至 平成20年12月31日） 

四半期純利益（百万円）  13,441  3,504

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（百万円）  13,441  3,504

期中平均株式数（千株）  401,670  399,978

（重要な後発事象） 

（リース取引関係） 

２【その他】 

 平成20年11月14日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

 （イ）中間配当による配当金の総額・・・・・・・2,415百万円 

 （ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・６円00銭 

 （ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・平成20年12月１日 

（注） 平成20年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
 該当事項はありません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成２１年２月１３日

大陽日酸株式会社 

取締役会 御中 

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員 
業務執行社員   公認会計士 大石 曉   印 

  
指定有限責任社員 
業務執行社員   公認会計士 池内 基明  印 

  
指定有限責任社員 
業務執行社員   公認会計士 丸山 高雄  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大陽日酸株式

会社の平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成２０年１０月

１日から平成２０年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２０年４月１日から平成２０年１２月３１日

まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシ

ュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、大陽日酸株式会社及び連結子会社の平成２０年１２月３１日現在の財

政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累

計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が、すべての重要な点において認められな

かった。 

追記情報 

 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載されているとおり、会社は第１四半期

連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第１

８号 平成１８年５月１７日）を適用している。  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注） １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半

期報告書提出会社）が別途保管しております。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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